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～全国安全週間準備月間の取組み～ 

 岩国労働基準監督署は、令和８年５月 29日に、岩国工場建設工事の元方事業

者である鹿島建設株式会社と共に現場パトロールを実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

【熱中症対策：身体（体外）の冷却】 
体外から冷却する措置として冷房

設備を各所に設置。 

【建設現場の安全な充電環境の整備】 
リチウムイオンバッテリーは熱に

弱く特に気温が上昇する時期には、保
管・充電中の発火トラブルのリスクが
あるため、充電機器使用場所を設定。 

【転倒災害防止：ゴムマットの設置】 
作業場内のすべりやすい箇所への対策

としてゴムマットを設置。 

【転倒災害防止：段差の見える化】 
作業通路上にある敷鉄板の段差に警

告を表示（黄色）。 

【熱中症対策：身体（体内）の冷却】 
体内から冷却する措置としてアイス
スラリー・スポーツドリンクを常備。 

災害防止のための建設工事現場における工夫 

【場内粉じん対策：散水車】 
散水車によりこまめな散水を実施

し粉じんを抑制。 
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他にも、墜落・転落防止のため、地上で可能な限り部材をユニット化する等、

高所作業をあらかじめ減らすといった工夫等を行われていました。 

 

 

 

パトロール後は、当署の署長の佐

治康弘より、第 14次労働災害防止

計画における建設工事の重点事項

である墜落・転落災害の防止、転倒

災害等の作業行動に起因する災害

の防止に引き続き取り組むよう要

請しました。また、労働災害発生時

には、適切に災害報告を行うよう関

係事業者に求めました。 

 続けて、安全衛生課長の田中貢一

より、「建設業における安全衛生対

策について」と題し、建設現場にお

ける労働災害発生状況、死亡災害事

例、安全施工サイクル、リスクアセ

スメントの重要性、改正安衛法（個

人事業者等の保護措置）等の説明を

行いました。 

また、「「全国安全週間(令和８年７

月１日から 7 日まで実施)」の準備

月間が 6 月 1 日から始まることか

ら実施要項の周知を行うとともに、 

当署管内では転倒災害が増加「（令和

７年は死傷災害 156 件中、56件が

転倒災害）していることから、基本

的な転倒災害防止対策のほか、「Sport「in「life プロジェクト（スポーツ庁）」を周

知し、転倒しにくい身体づくりの呼びかけました。 

～ 関連 HP・リーフレット等リンク ～ 

1. 全国安全週間リーフレット 

2. 第 14 次労働災害防止計画【パンフレット】 

3. 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」（令和７年

５月 20 日付け基発 0520 第６号） 

4. トップページ Sport in Life プロジェクト（スポーツ庁） 

 

挨拶・講評を行う署長  

パトロール実施後の講評・建設工事現場における安全衛生対策の推進の周知 

建設業における安全衛生講話を行う安全衛生課長 

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001703997.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001287207.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2025-0529-9_1.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2025-0529-9_1.pdf
https://sportinlife.go.jp/

